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おいしい水と安全性について

水道水の過去、現在そして未来

はじめに

人が生きていく上で最も基本的な成分であ

る水は、日本の水道の普及率94%以上、大阪

府では99.8%以上に到達していることが示す

ように、その殆どが水道に頼っているのが現

状です。その供給量は、人が生命の維持に必

要な 1日の水量、 2リノトルに対して、人口

の都市集中、生活様式の変化や工業等による

水需要が増大し、 500リノトル以上となってい

ます。この水需要の増大や水源の汚濁に対し

ては浄水処理方式の変更で凌いできましたが、

琵琶湖で季節的に発生するカビ臭は、その濃

度は極微鼠であっても、はっきりと「不味い」

と感覚的に分かるようになりました。さらに、

水道の塩素処理によって生成するクロロホル

ムの影響は、厳しい今回の水質基準の改定に

発展しました。

しかし、大阪の水道水質はこの基準もクリ

アし、また、「原生省のおいしい水」の範囲内

であったにも拘わらず、先の異臭味で受けた

ダメージを回復させることができません。こ

れには、給水末端における受水施設における

種々の事故により発生するトラブルもその一

因で、非常に高価なボトル水や浄水器の将及

率が高くなっている状態です。

ここでは、水道水について、安全性やおい

しさに関する取り組みと、その経過等につい

て述べてみたいと思います。

1. 水道の浄水方法の変遷

日本に上水道が布設された当初は、伝染病

の予防の見地から衛生的な飲料水の供給が主

大阪府立公衆衛生研究所

環 境衛生課課長崩鳥川 昌弘

目的でありました。大阪では、その90%以 t
が琵琶湖等を源とする淀川に依存し、日鼠約

400万可が浄化され日常生活や生産活動を営~

む上で必要不可欠なライフラインとして重要

な役割を果たしています。

その浄水処理Jj法は、昭和30年頃までは、

生物膜を利用しだ緩速ろ過方式で、そのため

に広大なろ過池を持つ浄水場かつくられてい

ました。その時既に、伝染病対第としてろ過

水に塩素が添加（後塩素処理）されていまし

た。

その後、更に、人口の都市集中化や生活様

式の変化や工業等の水壽要が増大し、これま

での緩速ろ過では供給が間に合わなくなった

ために、凝集沈殿と砂ろ過による急速ろ過方

式に代わり、さらに、アンモニア性窒素を分

解するための前塩素処理を導入し、その添加

凰も年々上がっていきました。

この様に、これまでの浄水処理の第一の目

的は、病原微生物による水系伝染病の抑制で

あり、これは水道の普及率と共に感染症流行

の発生は確実に減少したのですが、安全性を

確保するための消毒用塩素は水道の昧を「不

味く」し、さらに、 トリハロメタンを生成す

ることから「安全性」までも疑われるように

なってしまいました。

2. おいしい水とは

さて、「おいしい水」とは、どういうもので

しょうか、水のおいしさとは曖昧なもので、

-[]に説明することは難しいのですが、 1厚生

省がまとめた、おいしい水の要件は表 1に示
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表 1 厚生省の「おいしい水の要件」及び水道のカイトライン たためでした。

● J 水道水における 淀川水系の給

水もどちらかと

いえばおいしい

と答える人の比

率が50%を切る

結果でしたが、

項 目 おいしい水の要件
ガイドライン

硬度 (Ca,Mg) 50mg/L以下 10-IOOmg/L 

蒸発残留物（鉱物イオ'/) 50~200mg/L 30-200mg/L 

遊離炭酸 3-30mg/L 

塩素イオン 50mg/L以下

がン酸カリりム消費量 I. Omg/L以下 3mg/L以下
II 地下水） (!. Smg/L以下）

鉄 0. 02mg/L以下

PH (水素イわ濃度） 6. 0~7. 5 

臭味 なし 3以下

残留塩素 0. 4mg/L以下

水温 20℃以下（体温より20~25℃低い）

* 1 : 昭和 60年4月
* 2 : 村野浄水場、平成5年度平均値mg/L

すとおりです。

琵琶湖等でカビ臭が発生していないとき、

淀川水系の給水はこの要件を満たしますが、

それでも、その人の生理条件が第一条件でし

ょう。さらに、敏感な人や、鈍感な人があり、

利ぎ水会をやった場合、同じ水が、「おいし

い」と答えるパネラーに対して、「不味い」と

答えるパネラーがいます。

この利き水会に、サンプルとして出した府

下の名水といわれる井戸水や湧水等の評価結

果から、自然水のおいしさは無機イオンより

も有機物の影響が大ぎいことが分かったので

すが、殆どのパネラーが「不味い」と答える

のは有機物のない精製水でした。これは無機

イオン系のものが何も入っていないのでうな

ずけます。また、同じく「不味い」となった

のは、活性炭処理を行っている浄水でしだが、

この水は、水質基準はクリアできていたので

すか、浄化力が落ちてしまった活性炭を使用

していたので、有機物濃度の高い浄水であっ

- 3 

水質基準

300mg/L以下

500mg/L以下

200mg/L以下

10mg/L以下

0. 3mg/L以下

5. 8~8. 6 

異常でないこと

Jmg/L程度

実測値”

38. 3 

95 

5. 0 

2. 1 

o. 01 

6. 8 

異常なし

I. I 

帝斤しい粒状活性

炭を通過させた

水では、「おいし

い」と答える率

が最も高くなり

ました。それは、

活性炭を通過さ

せても無機イオ

ンは殆ど変化せ

ず、有機物のみ

が除去されて「お

いしい水」に生

まれ変わったことになります。

では、この活性炭処理の有無によってどれ

ほどの水質が変わるのであったかと言うと、

活性炭処理によって水中の全有機炭素 (TOC)

で表される有機物の濃度に差がありました。

すなわち、通常の淀川水系の浄水のTOC値

は 1mg/L程度、有機物質として約 2mg/L 

あるものが、これが殆ど、検出されない様に

なったために、「おいしい水」に激変したわけ

です。

3. 不味くするもの

浄水処理による有機物の変化 このTOC

で表される有機物の正体は、特定の化合物を

指すものではなく、非常に多くの種類の有機

物の混合物で、ガスクロマトグラフと質量分

析計では数万種に上ると推定されています。

それは、塩素による酸化作用によって分子

鼠の大きい化合物が小さい化合物に酸化分解

されるためで、酸化後の有機物の形態は、ア

ルコールや酸を生成することになりますが、



人の昧覚に僅かに感知される程度の化合物と

考えられます。この様な水溶性物質で極めて

微鼠の有機物は、凝集沈殿や砂ろ過による除

去も期待できないために浄水に残存し、水の

味を損ねることになります。

塩素臭 水道は塩素臭がするから「不味い」

とよく言われますが、水道水に添加されてい

る塩素濃度を精製水に入れても、その塩素臭

は非常に弱く、殆ど、塩素臭として感じない

程です。塩素臭として感じている場合の多く

は、原水中の有機物やアンモニア性窒素の分

解が不十分な場合で、マンションや事業所等

の給水では、塩素が検出されないのに塩素に

よく似た臭いを感じることがありますが、こ

れは、アンモニア性窄素やフェノール様物質

と結合した塩素の臭いで、こ

の場合は、殆ど、受水槽や高

架タンクが汚染されている場

合が多く見られます。

臭気物質 最後に、最も水

を「不味く」する「カビ臭」

ですが、ひどいときには、歯

も磨けないほどに強烈なこの

臭気物質は、琵琶湖南湖で繁

殖する藍藻類や放線菌の代謝

物で、「ジオスミン」と「 2

MIB」がある。臭気強度は非

常に強く、敏感な人はその濃

度が0.000001 mg/ Lでも感じ

ます。

この様なことから水道の快

適水質項目の目標値では0.00

OOlmg/L以下にすることが求

められています。しかし、先

ほどのパネラーよろしく、「ジ

オスミン」を感じても「2MIB」

を感じない人、また、逆の人

もある。勿論、どちらも感じ

る人も多いが、意外に、どち
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らも感じない人か幾らか存在します。

その他、魚臭としてアルデビド類のヘキサ

ナー）レ等のアルデビド類があります。

4. 大阪の水道水の安全性

細菌類の安全性 今夏は病原性大腸菌0-157

による食中毒により、大阪はパニノク状態で、

何人かの犠牲者がでたことは本当に残念です。

この様な中で、水道水は早くから「安全宣

をしました。水道に入っている塩素か非

常に有効であることを強く府民に理解しても

らう機会かもてたと思っています。図 1は残

留塩素による微生物やウイルスの殺菌効果を

グラフにしたものです。大腸菌0-157も通常

の大腸菌と薗自体の強さは同じであるので、

水道の塩素濃度O.lmg/L(遊離）では50秒＜
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OEscherichia coli ● Salmonella typh,murzum 

△ Staphylococcus aureus ,.,.Candida tropicalis 

102 5Xl02 

図 1 99%殺菌時の残留塩素濃度と接触時間の関係

川村清史、塩索による消毒、用水と廃水、 32,s~16(1990) 
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らいで死んでしまいますが、塩素の濃度が0.4

mg/Lになると、 6秒位で99%が死滅するこ

とを示しています。

この様な塩素の殺菌力が水系伝染病の防止

に役立ち、現在の平均寿命を延ばしていると

言っても過言ではないと言われています。

有機物の安全性 淀川の場合、水道の原水

取水口の上には、滋賀、京都、奈良や地元大

阪の下水やし尿処理場の放流口がありますが、

その放流水基準が緩く、河川に相当の負荷を

かけてます。河川や湖沼の類型指定（利用水

のランク付け）を行って、回復させようとし

ていますが、コストが高くつぎ、なかなか進

んでいないのが現状で、環境保全目標 (pH、

BOD、SS、DO、大腸苗群数）と飲料水水質

甚準のギャノプも大きな問題です。

この様な状況において、水源監視を行う中、

その浄水に溶存する有機物の検索を始め、原

水の汚染に関わるものとして揮発性溶剤（ト

水のTOCに反映するものはありません。

一方、浄水処理過程の塩素処理等により副

生成するものを表 2に示しました。これには、

新水質基準にもない化合物を早くから検索し、

府下の水道における状況を把握して、その影

響を調査してきました。この中ではTHMが最

も多く、次いでハロケン化酢酸類です。これ

らは水温の高い夏期に多くなりますが、何れ

も基準値や指針値未満です。

また、分子中のハロゲンの濃度で表される

TOXか50%に上かりますか、それでも、こ

れらのTOCに占める割合、すなわち、有機

物としては、たったの 1%にしかならず、分

からないものかいっぱいあるということです。

この様なことで、解明された化合物の生体

影閤から水全体の生体影欝を算出することは

できません。

そこで、水道水中に存在する有機物を抽出

したものを動物に投与し、その安全性を評価

リクロロエチレン、テトラクロロエ

チレン、 1,1,1-トリクロロエタン、

1,1ージクロロエチレン、四塩化炭素、

1,2ージクロロエタン、 1,4ージオキサ

ン、 1,3ージオキサン、エピクロルヒ

ドリン、ジクロロメタン、ベンゼン、

トルエン、キシレン）、同上分解物

（シスー1,2ージクロロエチレン、 トラ

ンス廿，2-ジクロロエチレン、 1,1ージ

クロロエタン）、農薬（クロロピクリ

ン、二臭化エチレン、 1,2ージクロロ

プロパン、 1,3-シクロロプロパン、

ジクロロベンゼン、 CNP、NIP、ク

ロルテン異性体 9種、 ドリン系異性

体 3種、 HCH異性体 4種、 DDT関

連 3種、ゴルフ場使用農薬36種）及

び、熱媒体間連(PCB異性体、 PCDD

異性体、 PCDF異性体等）を謁査し

ましたが、その0.001又は0.OOOlmg/ 

L以上検出されるものはまれで、原

表 2 河川系における塩素消毒副生成物質の生成状況

河川水系処理浄水（単位はmg/L)

項目

最高 平均 最低

全有機炭素 (TOC) 1.9 1.3 o. 6 

全有機ハロゲン (TOX) o. 246 o. 138 o. 039 

総トリハロメタン o. 057 o. 025 o. 006 

トリクロロ酢酸 o. 031 o. 009 o. 001 
ジクロロ酢酸 o. 016 o. 007 o. 001 

抱水クロラール o. 015 o. 005 0. 003 
アセトアルデヒド o. 010 o. 005 o. 001 
ホルムアルデヒド o. 012 o. 004 o. 000 

ジクロロアセトニトリル o. 005 o. 002 o. 002 
プロモクロロアセトニトリル 0.003 0. 001 o. 000 

I.I. トトリクロロアセトン 0.003 o. 001 o. 001 
I. トジクロロアセトン 0.003 o. 001 0. 001 
モノクロロアセトン o. 005 0. 001 0. 000 

M X  o. 0376 0. 0094 0. 0015 

S56-H4分
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することにしました。以下に、淀川水系の給

水100面を活性炭に吸蒋し、回収した有機物

を動物に投与して、亜急性テストや慢性毒性

テストを実施したので紹介します。

亜急性毒性テスト 水道水をこれほど多く

濃縮すると、褐色のタール様物質がとれます。

これをマウスに対して大量投与した短期 (6-

17日間）亜急性テストでは、肝臓に影響を与

えるようになりますが、投与を中止させると

回復することが分かりました。その最大作用

量はマウスに対して 50mg/kgで、成人に換算

すると 3g/50kgとなり、毎日 3面の水道水中

の有機物を摂取することになる勘定です。し

かし、飲料水としての溶解度や外観、臭気等

から考えて、その様な濃度の給水は飲用はお

ろか、排水基準にも合格しない水質となりま

す。

この様なことから、現在の水道水が人の健

康に障害を与える可能性は殆どないと考えら

れています。

慢性毒性テスト ただ、水道水は必ず塩素

処理をすることが法律で義務付けられていま

すが、前の試料にはその影響と考えられる変

異原性があるために、短期影響はなくても、

長期の影響が出る可能性が考えられました。

しかし、肺に腫瘍を発生しやすいマウスを使

った16週間の試険結果では、発ガン＇性を見い

だすことはできませんでした。

また、同様試料をマウスの皮膚に塗布する

正規の発ガン試騒でも発ガン性は見られませ

んでした。

この様に、現在の淀川を水源とする水道水

には、直ちに生体影響を及ぼしたり、ガンを

発症する程のものは入っていなかったという

ことになります。

5. 水質基準について

新しい水質基準 新しい水質基準が表 3の

様に改定され、平成 5年12月から施行されま

した。これらの基準は 3段陪になっており、

- 6 

基準項目は「健康に関連する29項目」と「水

道が有すべぎ性状に関する 17項目」の46項目

に拡大されました。これらは規制対象となり、

1つでも基準値以上になった場合、飲用不適

となります。

次の、快適水質項目13項目には、「おいし

い水」に関連する臭気成分や味に影欝する項

目と、配管の腐食に関係する項目からなり、

より質の高い水質を得るための目標値が設定

されています。

最後の監視項目は、次期基準項目の候補で

あり、健康に関連する項目ですが、現在の濃

度が低いので、とりあえず監視していくこと

で、これらの26項目には指針値が設定されて

います。あと 2つの項目は規制対象とはなり

ませんが、府下の浄水には検出されない程に

クリアーされています。

水質基準の決め方 この改訂では、主とし

てWHO(世界保健機構）の勧告を日本での

汚染度や日本人の体格、経済性を勘案して設

定されています。すなわち、体重50kgの人が

1日2リノトルの水を飲む場合を想定してい

ますが、食物からの摂取分も考慮されている

ことと、一生珪継続しても健康に影響が出な

い濃度となっているので数値は非常に小さく

なっています。

この甚準値の設定には、図 2に示すように、

基本的には、非発カン物質と発ガン物質とに

分けて計算されています。非発カン物質は 1

日許容摂取量 (ADI)を水から摂取する割合と

安全半によって算出されます。しかし、発力

ン物質については「しぎい値」かないという

考え方から、そのリスクをどれだけ抑えるか、

すなわち、 10-s、生涯に10万人に一人の発ガ

ンリスクに抑える様な計算で尊出されます。

しかし、動物実唸でも、この様なリスクを算

出できるようなテータかないので、それそれ

のテータによって安全率が余分に掛けられる

（不確実係数）という計罪であるために、悲



表 3 新しい水質基準と毒性評価

基準項目：健康に関する項目 基準項目：水道が有すへき性状に関する項目

項 目 名 基準値(/1) 毒性の考え方＊

1 一般細菌 100/me 

2 大腸菌 不検出

3 カドミウム 0 01 

4 水銀 0 0005 

5 セレン 0 01 慢 (ADI)

6 鉛 0 05(0 01) 知的障害

7 ヒ索 0 01 発ガン ILi16*10・41 

8 六価クロム 0,05 

9 シアン 0 01 

10 硝酸・亜硝酸窒素 10 

11 フ）素 0 8 

12 四塩化炭素 0 003 発ガン (L)(10'-5) 

13 1. 2ージクロロエタン 0.004 発カン (L)oo・ ・5) 

14 1, 1-シクロロエチレン 0 02 慢(ADI)

15 シクロロメタン 0 02 慢(ADI)

16 シス-1,2-シクロロエチレン 0 04 慢 (ADI)

17 テトラクロロエチレン 0 01 発ガン (T)

18 1,1,2-トリクロロエタン 0 006 発ガン (L)(10'-5) 

19 トリクロロエチレン 0 03 発ガン (T)

20 ベンゼン 0 01 発ガン (L)(JO'~5) 

21 クロロホルム 0 06 発ガン (L)(10・-5) 

22 ジブロモクロロメタン 0 1 慢 (ADI)

23 ブロモシクロロメタン 0 03 発カン (L)(10'・5) 

24 ブロモホルム 0 09 発ガン (L)110・・5) 

25 総トリハロメタン 0.1 

26 1, 3-シクロロプロペン 0 002 ADI*O 1発ガン (Tl

27 シマシン 。.003 AD1*0 1 

28 チウラム 0.006 ADl*O 1 

29 チオベンカルフ｀ 0 02 ADI*O 1 

快適水質項目

項 目 名 目標値(mg/1) 毒性の考え方＊

1 マンガン 0 01 色度

2 アルミニウム 0 2 

3 残留塩索 l程度

4 2-MIB 0 00002/0 00001 カピ臭

5 シェオスミン 0 00002/0. 00001 カビ臭

6 臭気強度 3 

7 遊離炭酸 20 

8 過マンガン酸カリウム消費鼠 3 

9 硬度 10-100 

10 蒸発残留物 30-200 

11 濁度 1度以下/01以下

12 ランゲリア指数 -1/0に近づける 配管の腐食

13 pH 7 5程度 ,, 

項 目 名 桔準値(mg/1) 毒性の考え）5* 

30 亜鉛 1 外観・昧

31 鉄 0 3 ,, 

32 銅 1 ク

33 ナトリウム 200 ,, 

34 マンガン 0 05 ,, 

35 塩化イオン 200 ,, 

36 カルシウムマグネシウム
300 ' 等（硬度）

37 蒸発残留物 500 ,, 

38 陰イオン界面界性剤 0, 2 泡立ち

39 1, 1, 1ートリクロロエタン 臭

40 フェノール類 臭

41 有機物等（過マンカン酸
10 

カリウム消費鼠）

42 pH値 5 8-8 6 

43 味 異常でないこと

44 臭気 異常でないこと

45 色度 5度 外観

46 濁度 2度 ,, 

項 目 名 指針値(mg/1) 毒性の考え方＊

1 トランス-1,2ークロロ
0 04 慢(ADI)

エチレン

2 トルエン 0 6 異臭味

3 キシレン 0 4 異臭昧

4 p-ジクロロベンセン 0 3 異臭昧

5 1, 2-シクロロプロパン 0.06 発ガン (T)

6 フタル酸ジエチルヘキシル 0 06 慢(ADI)

7 二 J ケル 0 01 慢(ADIi

8 アンチモン 0 002 発ガン (Tl

9 ホウ索 0 2 慢(ADIi

10 モリプデン 0 07 慢(ADI)

11 ホルムアルテヒト 0 08 慢(ADI)

12 シクロロ酢酸 0 04 発ガン (T)

13 トリクロロ酢酸 0.3 発ガン (T)

14 ジクロロアセトニトリル 0 08 発カン (Tl

15 抱水クロラール 0 03 発ガン (TJ

16 イソキサチオン 0 008 ADI* 0 l 

]7 ダイアシノン 0 005 AD1*0 1 

18 フェニトロチオン 0 003 ADI* 0 03 

19 イソプロチオラン 0 04 ADI* 0 1 

20 クロロタロニル 。.04 AD1*0 I 

21 フロピサミト 0 008 ADI* 0 l 

22 シクロルホス 0 01 ADI* 0 I 

23 フt ノプカルブ 0 02 ADI*O I 

24 クロルニトロフェン 0 005 ADI* 0 l 

25 イフロベンホス 0、008 ADI*O 1 

26 EPN 0 006 ADI*O 1 

甚準値は、これ以下であることの遵守義務かあるが、

指針値、及ひ目標値には遵守義務はない。

＊：発ガン (L): 発ガン性あり（ ）内の数値は発カン率

発カノ IT):発カバ生あり、 ADIを恨拠に甚準値設定

AD1*0.1: ADIの10% を恨拠、中西準—f-「水の環境戦略」岩波内店

監視項目：健康に関する項目
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図2 水質基準の設定の考え方

動物実験により得られた生体影響と化合物の関係から

T: しきい値があると仮定した場合の外装曲線を引いて、 a(無作用量）を求め、

これに、安全率を掛けてADI(一日許容摂取量）を求める。

L: しきい値がないと仮定した場合（発ガン物質）の外装曲線は種々の計算方式

により、リスク（ここでは、 b:10予、 10万人に 1人が生体影響を受ける）

濃度を決める。 中西準子、「水の環境載略」岩波新書店P.103を改変した。
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■ 悪性新生物

合心疾患

合脳血管疾患
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年齢

図 3 三大死因の年齢階級別死亡率

厚生省「人口動態統計」平成 5年
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表4-1 揮発性有機塩素化合物の一日摂取量

試料（単位） 1.1.1-トリ?001?'/ 四塩化炭素 トリり001秒'I r卜う?001ft,'/900切ム 7'dそヅり00げI ヅ7'。モク00メ?'/ p-'J・ク00へ''/セ,'/

飲料水 o. 12 

゜ ゜
0. 18 12. 4 8 6 4. 2 

゜μg/2L 土o.08 士3.0 士I.2 土o.8 

空気 161 16. 0 53. 2 35. 6 12. 8 6. 0 1. 72 7420 

μg/20m' 土143 土395 土640 土49.4 土18.l 士4.13 士I.49 土5233

食品 0. 26 o. 14 nd o. 34 2. 56 o. 86 0. 29 

μg 士o.21 土o.05 士o.31 士1.64 士o.67 土0.19 

合計 161. 4 16. I 53. 2 36. 2 27.8 l5. 5 o. 21 7420 

表4-2 同時測定による居室内部、外部の比較

l.l.l-f1/?□□ 工9ソ 四塩化炭素 トリ?aaifv'I テトう?a□Ifll'/? 叩謁ム 7・ロモヅ?aaメ?'1 ,・7・ロモ?a□J?'/ P—ヅク □aぺ｀／セ''/

空気屋外 2. 66 o. 58 nd o. 33 nd nd nd 44 

屋内 3. 57 o. 63 nd 0.60 3.1 1.2 o. 3 560 

大阪府下 3地点の住宅地居住の主婦を対象に、揮発性有機ハロゲン化合物の摂取量を屋内空気、飲料水、食事の 3ヶ所

別々に 3日間調査した平均値を示す。サンプリングは、平成 4年 1月、箕面市、大阪市、堺市で行った。空気24時間分で

カーホシーブに吸着、食事は、陰膳方式で気密容器に採取、飲料水は、朝夕の食事時の水を採取した。屋室内、外の比較

は気密性の高いと考えられる高層マンションでサンプリングした。

その結果、 トリクロロエチレンやテトラクロロエチレン等の揮発性有機塩素化合物、 トリハロメタン（特に、クロロホ

ルム及びプロモシクロロメタン）とジクロロベンセンが 4種とも屋内での摂取率が高い。

THMは水道に由来し、ジクロロベンゼンは防虫剤に由来するが、トリクロロエチレン等の揮発性有機塩素化合物は水道

水に由来しないことが判明した。

準値が非常に厳しいオーダ (μg/L=ppb)に

なっています（米国EPAの考え方）。

そのために、 ADIと発ガン物質として計算

される項目とを同列に考えることはでぎない

と考えられます。また、ここに言う一生とい

うのは難しい考え方で、生ぎ物には痔命があ

って、これを否定することはできません。図

3は日本人における 3大死因の年齢陪級別死

亡数を示した。平均寿命に近づくと、心疾患

と脳血管疾患による生命維持機能による死因

が増えます。同様に、悪性新生物（癌）も長

生ぎするほど発生し易くなります。
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しかし、癌はもう少し前から、 35歳くらい

から他の 2つより多くなっています。我々は

この部分の原因を解明し、それを抑えること

が必要と考えますが、現在、水に起因する発

ガン性物質が関与している証拠は見つけるこ

とがでぎないし、また、幾ら基準を厳しくし

ても、この部分の発ガン率を水質で下げるこ

とはでぎないと考えています。

それは、空気から摂取するリスクが計算さ

れないからと考えられます。

すなわち、濃度が薄くても空気は20~30m'

のという膨大な量になりますが、その累積量



を水の摂取量を 2リノトルと考えた計算を行

っても、水の溶存量の範囲でカバーできない

量になるからです。

ちなみに、当所で測定した大阪府下の 3地

点における主婦を対象とした調査で、水、食

品及び空気からの揮発性物質摂取量の違いを

表 4に示します。ここには、水道水に起因す

るクロロホルムが食品や空気に影響している

ことが明らかですが、その量が上記発ガンに

寄与している様な計算には全くなりません。

また、他の揮発性有機塩素化合物には水中

には存在しないものや桁違いのものもありま

す。

同様に、ここでは、対象が違うので表示さ

れませんが、食品中の調味料、保存料、殺苗

剤の他、農薬の合成化学物質の濃度の単位そ

のものが水の1000倍以上も違うことを認識す

〔現在の処理〕

る必要があります。そして、もし、食品中で

許容される範囲内で使用される合成化学物質

の1/100でも水に入った場合、その水は、少

なくとも、過マンガン酸カリウム消費量、味、

臭い、濁度や臭気等が異常値となり、飲用不

適となります。

この様に、水には安全性に対するチェノク

項目が沢山あるので異常な水質が判別できる

ので、環境水やそのイメージのみで「水道水

に対する過剰な不安視」は不要と考えられま

す。

6. 将来の浄水方法（高度浄水処理）

大阪府水道部が独自に行ったアンケート調

査で、「水道水への不安」や「いやな臭い」は

高率囮答です。そのようなことから、大阪府

及び淀川水系の浄水場では、「安全」で、「よ

り上質」の水道水を給水するために、現在の

＇疇辱!~麗 3田
塩素硫酸ハント

↓ 

~ =. 

〔高度浄水処理〕

璽喜I置⇒匠}消~11; I『i『!!ii巨田

:.. 
オソン接触池

図4 大阪府営村野浄水場における現在と将来の浄水処理方法の違い

オゾンと 1舌性炭の付加により「安全」て「より上質」の浄水が得られる。
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浄水方法に、オゾン一活性炭処理を付加した

新しい浄水システム「高度浄水処理方法」を

導入し、平成10年完成（大阪市は平成12年）

を目途に、現在、工事が進められています。

その処理システムは各浄水場によって少しず

つ違いますが、本格的に有機物の分解と除去

するための処理を加えたことは画期的なこと

です。

ここでは、府営村野浄水場における、これ

までの浄水方法と現在、建設中の浄水方法

（高度浄水処理）とを比較（図 4参照） した

ので、その結果を述へます。

メカニスムの利点としては次のことがあけ

られます。

1. 凝集沈殿の前に前塩素を使わないで（塩

素副生成物質がでぎかたい）、凝集処理する

ので、有機物の除去率が上かる。

2. オゾン処理は、カビ臭物質やその他環境

汚染物質を塩素以上の酸化力で分解する。

3. 今まで通り急速ろ過｝］式であるために、

大鼠供給がでぎる。

4. 活性炭処理で、残りの有機物を十分補足

し、活性炭の表面に付着した生物が有機物

質を分解する（緩速ろ過に匹敵する）。また、

前塩素を使っていないので活性炭か劣化し

難し'o
5. 後塩素処理は、有機物が殆と除去されて

いるので、 THM等の塩素副生成物質の生

成が少ない。

この様な浄水処理の結果、浄水の水質は次

のような結果となります。すなわち、この処

理過程における最終の処理水である活性炭ろ

過水の有機物については、 TOCとして現行

処理のおよそ 1/2以下に低減化ができ、上質

の地下水に匹敵するような水になります。そ

のために、後塩素処理を行っても、 TOXや

トリハロメタンは現行浄水の1/3以下、また、

将来の水質項目と考えられる変異原性 (TA

98及びTAlOO株）についても、殆ど、検出し

ない程低い値となります。そして、この水は

現在、実証プラントと実際プラントでも既に

•部で稼働中で、くせがなく、利き水の評判

は良好です。

おわりに

現在、水道に求められている条件は、安全、

豊富、低廉で、これは水道法第 1条に掲げら

れている内容そのものです。特に、溶解性有

機物の除去システムを取り入れた高度浄水処

理が導入されたことはこれまでの懸案事項を

解決し、「安全で、より上質の水」をつくりま

した。この卜は、早く蛇口まで届けて、納得

していただけることが水道関係者の願いだろ

うと思います。

ただし、最近の水系の事故の原因は、殆ど

が末端における配管や受水施設の不備による

ものです。受水槽、高架水槽、配管等の点検

を徹底し、おいしく飲用して欲しいと思いま

す。

さらに、この処理を持続させるためには、

将来も、最低限、現在の水源水質が維持され

ることが前提で、下水の普及率が上がっても、

集水域を広くしたために水源への負荷が増大

することや、新たな汚染は許されません。ま

た、浄水処理の高機能化による安全性や利便

性を追求するだけでなく、如何にして水道水

源を回復させ、守って行くかが、我々水道水

を使用するものの責務と考えています。
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